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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局によるワイヤレス通信の方法であって、
　フレーム中の１つまたは複数のアンカーサブフレームおよび１つまたは複数の非アンカ
ーサブフレームを識別することと、
　複数のユーザ機器（ＵＥ）と通信するために使用される前記フレームのアップリンク／
ダウンリンク構成を動的に変更することと、
　前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレームのうちの少なくとも１つ中
の前記複数のＵＥによって解釈されることが可能な共通ダウンリンク制御チャネルを使用
して、前記変更された構成をシグナリングすることと、
　を備え、
　１つまたは複数のフレームへの前記変更された構成の適用は、前記フレーム内の前記共
通ダウンリンク制御チャネルの送信のロケーションの関数である、
方法。
【請求項２】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズは、レガシーロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ）ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットのために定義されたサイズと
同じである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズがダウンリンクシステム帯域幅に依存しな
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い、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルに固有の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）
によって前記共通ダウンリンク制御チャネルの巡回冗長検査（ＣＲＣ）コードをスクラン
ブルすることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　同じ物理セル識別情報（ＰＣＩ）のセルのための２つまたはそれ以上のＲＮＴＩ値を構
成することをさらに備え、前記複数のＵＥの各々は、前記２つまたはそれ以上のＲＮＴＩ
値のうちの１つのみを監視するように指示される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記シグナリングすることは、前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレ
ームのサブセット中のみで前記共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記シグナリングすることは、前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレ
ーム中で、別の後続のフレームのためのアップリンク／ダウンリンク構成を指示するため
の前記共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するように構成されたサブフレームのセット
の明示的シグナリングにより前記複数のＵＥのうちの少なくとも１つのＵＥに指示するこ
とをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　各ＵＥのための前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するためのサブフレームのセ
ットを、前記ＵＥの間欠受信（ＤＲＸ）に基づき、少なくとも１つのサブフレームがＤＲ
Ｘオン持続時間中に前記ダウンリンク制御チャネルを搬送するように、決定することをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記シグナリングすることは、少なくとも２つのダウンリンクアンカーサブフレーム中
で前記共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルは、前記変更された構成が適用されるべき持続時間
についての情報を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記持続時間は１つまたは複数のフレーム長を備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第１の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が前記フレームに適用される、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第２の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が後続のフレームに適用される、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信の方法であって、
　少なくとも前記ＵＥとの通信のために使用されるサブフレームの変更されたアップリン
ク／ダウンリンク構成を指示する共通ダウンリンク制御チャネルを求めて、フレームの１
つまたは複数のアンカーサブフレームを監視することと、
　後続の通信において使用するサブフレームの前記変更されたアップリンク／ダウンリン
ク構成を決定するために前記共通ダウンリンク制御チャネルを復号することと、
　前記フレーム内の前記共通ダウンリンク制御チャネルの受信のロケーションの関数とし
て前記変更された構成を適用するための１つまたは複数のフレームを決定すること、
　を備える方法。
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【請求項１６】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズは、レガシーロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ）ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットのために定義されたサイズと
同じである、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズはダウンリンクシステム帯域幅に依存しな
い、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルの巡回冗長検査（ＣＲＣ）コードは、前記共通ダウ
ンリンク制御チャネルに固有の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）によってスクラ
ンブルされる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記変更されたアップリンク／ダウンリンク構成の前記指示は、前記フレームの１つま
たは複数のアンカーサブフレームのサブセット中にのみ前記共通ダウンリンク制御チャネ
ルを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記変更されたアップリンク／ダウンリンク構成の前記指示は、前記フレームの前記１
つまたは複数のアンカーサブフレーム中の、別の後続のフレームのための前記アップリン
ク／ダウンリンク構成を指示する前記共通ダウンリンク制御チャネルを備える、請求項１
５に記載の方法。
【請求項２１】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するように構成されたサブフレームのセット
の明示的シグナリングにより指示を受信することをさらに備える、請求項１５に記載の方
法。
【請求項２２】
　各ＵＥのための前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するサブフレームのセットは
、少なくとも１つのサブフレームが間欠受信（ＤＲＸ）オン持続時間中に前記ダウンリン
ク制御チャネルを搬送するように、前記ＵＥのＤＲＸ動作に基づく、請求項１５に記載の
方法。
【請求項２３】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第１の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が前記フレームに適用される、請求項１５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第２の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が後続のフレームに適用される、請求項１５に記載の方法。
【請求項２５】
　前記共通ダウンリンク制御チャネルに基づいて前記変更された構成が適用されるべき持
続時間を決定することをさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項２６】
　前記変更されたアップリンク／ダウンリンク構成の前記指示は、少なくとも２つのダウ
ンリンクアンカーサブフレーム中の前記共通ダウンリンク制御チャネルを備える、請求項
１５に記載の方法。
【請求項２７】
　基地局によるワイヤレス通信の装置であって、
　フレーム中の１つまたは複数のアンカーサブフレームおよび１つまたは複数の非アンカ
ーサブフレームを識別するための手段と、
　複数のユーザ機器（ＵＥ）と通信するために使用される前記フレームのアップリンク／
ダウンリンク構成を動的に変更するための手段と、
　前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレームのうちの少なくとも１つ中
の前記複数のＵＥによって解釈されることが可能な共通ダウンリンク制御チャネルを使用
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して、前記変更された構成をシグナリングするための手段と、
　を備え、
　１つまたは複数のフレームへの前記変更された構成の適用は、前記フレーム内の前記共
通ダウンリンク制御チャネルの送信のロケーションの関数である、
装置。
【請求項２８】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信の装置であって、
　少なくとも前記ＵＥとの通信のために使用されるサブフレームの変更されたアップリン
ク／ダウンリンク構成を指示する共通ダウンリンク制御チャネルを求めて、フレームの１
つまたは複数のアンカーサブフレームを監視するための手段と、
　後続の通信において使用するサブフレームの前記変更されたアップリンク／ダウンリン
ク構成を決定するために前記共通ダウンリンク制御チャネルを復号するための手段と、
　前記フレーム内の前記共通ダウンリンク制御チャネルの送信のロケーションの関数とし
て前記変更された構成を適用するための１つまたは複数のフレームを決定するための手段
と、
　を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる
、２０１３年７月２９日に出願された、「DYNAMIC INDICATION OF TIME DIVISION (TDD) 
DUPLEX UPLINK/DOWNLINK SUBFRAME CONFIGURATIONS」と題する、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／Ｃ
Ｎ２０１３／０８０３３０号、および２０１３年８月９日に出願された、「DYNAMIC INDI
CATION OF TIME DIVISION (TDD) DUPLEX UPLINK/DOWNLINK SUBFRAME CONFIGURATIONS」と
題する、ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＣＮ２０１３／０８１１８８号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、時分割複信（ＴＤＤ：Time D
ivision Duplex）アップリンク（ＵＬ）／ダウンリンク（ＤＬ）サブフレーム構成の動的
指示のための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブ
ロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典
型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送
信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元
接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数
分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－
ＳＣＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信
規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥ／ＬＴＥアドバンスト（LTE（登録商標）-Adva
nced）は、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標）：Third Gene
ration Partnership Project）によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケ
ーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunications System）モバイ
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ル規格の拡張のセットである。ＬＴＥ／ＬＴＥアドバンストは、スペクトル効率を改善す
ることによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、
コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭＡを使用し、
多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良く統合する
ように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が
増大し続けるにつれて、ＬＴＥ技術のさらなる改善が必要である。好ましくは、これらの
改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用可能である
べきである。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]本開示のいくつかの態様は、基地局によるワイヤレス通信のための方法を提供す
る。本方法は、概して、フレーム中の１つまたは複数のアンカーサブフレームおよび１つ
または複数の非アンカーサブフレームを識別することと、複数のユーザ機器（ＵＥ）と通
信するために使用されるフレームのアップリンク／ダウンリンク構成を動的に変更するこ
とと、フレームの１つまたは複数のアンカーサブフレームのうちの少なくとも１つ中の当
該複数のＵＥによって解釈されることが可能な共通ダウンリンク制御チャネルを使用して
、変更された構成をシグナリングすることとを含む。
【０００６】
　[0006]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器によるワイヤレス通信のための方法を提
供する。本方法は、概して、少なくともＵＥとの通信のために使用されるサブフレームの
変更されたアップリンク／ダウンリンク構成を指示する共通ダウンリンク制御チャネルの
ためのフレームの１つまたは複数のアンカーサブフレームを監視することと、後続の通信
において使用するサブフレームの変更されたアップリンク／ダウンリンク構成を決定する
ために共通ダウンリンク制御チャネルを復号することとを含む。
【０００７】
　[0007]本開示のいくつかの態様は、基地局によるワイヤレス通信のための装置を提供す
る。本装置は、概して、フレーム中の１つまたは複数のアンカーサブフレームおよび１つ
または複数の非アンカーサブフレームを識別するための手段と、複数のユーザ機器（ＵＥ
）と通信するために使用されるフレームのアップリンク／ダウンリンク構成を動的に変更
するための手段と、フレームの１つまたは複数のアンカーサブフレームのうちの少なくと
も１つ中の当該複数のＵＥによって解釈されることが可能な共通ダウンリンク制御チャネ
ルを使用して変更された構成をシグナリングするための手段とを含む。
【０００８】
　[0008]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器によるワイヤレス通信のための装置を提
供する。本装置は、概して、少なくともＵＥとの通信のために使用されるサブフレームの
変更されたアップリンク／ダウンリンク構成を指示する共通ダウンリンク制御チャネルの
ためのフレームの１つまたは複数のアンカーサブフレームを監視するための手段と、後続
の通信において使用するサブフレームの変更されたアップリンク／ダウンリンク構成を決
定するために共通ダウンリンク制御チャネルを復号するための手段とを含む。
【０００９】
　[0009]態様は、概して、添付の図面に関して本明細書で実質的に説明し、添付の図面に
よって示されるように、方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、および処
理システムを含む。「ＬＴＥ」は、概して、ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－
Ａ）を指す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。
【図２】アクセスネットワークの一例を示す図。
【図３】ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の一例を示す図。
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【図４】ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を示す図。
【図５】ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一
例を示す図。
【図６】本開示のいくつかの態様による、アクセスネットワーク中の発展型ノードＢおよ
びユーザ機器の一例を示す図。
【図７】アップリンク／ダウンリンクサブフレーム構成のリストを示す図。
【図８】例示的なサブフレームフレームフォーマットを示す図。
【図９】基準アップリンク／ダウンリンクサブフレーム構成の例示的な使用を示す図。
【図１０】本開示の態様による、共通ＰＤＣＣＨの例示的な送信を示す図。
【図１１】本開示の態様による、異なるセル中の異なるロケーションにおける共通ＰＤＣ
ＣＨの例示的な送信を示す図。
【図１２】本開示の態様による、たとえば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成の動的
指示のための基地局（ＢＳ）によって実行される例示的な動作を示す図。
【図１３】本開示の態様による、たとえば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成の動的
指示のためのユーザ機器（ＵＥ）によって実行される例示的な動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　[0023]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明
するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない
。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を
含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者に
は明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知
られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００１２】
　[0024]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様を提示
する。これらの装置および方法について、以下の発明を実施するための形態において説明
し、（「要素」と総称される）様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ
、プロセス、アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、ハードウェ
ア、ソフトウェア、またはそれらの組合せを使用して実装され得る。そのような要素がハ
ードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例およ
び全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
【００１３】
　[0025]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、１つ
または複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例
としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイ
ス（ＰＬＤ）、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわた
って説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処
理システム中の１つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェア
は、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述
言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラ
ムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、
ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ファームウェア、ルーチン、
サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを
意味すると広く解釈されたい。
【００１４】
　[0026]したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハード
ウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装され
る場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒
体上に１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読媒体
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はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任
意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒
体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＰＣＭ（相変化メモリ）、フラッシ
ュメモリ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ、ま
たは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログ
ラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ
得る、任意の他の媒体を備えることができる。本明細書で使用するディスク（disk）およ
びディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録
商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フ
ロッピー（登録商標）ディスク（disk）、およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（
disc）を含み、ディスク（disk）は通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は
、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内
に含まれるべきである。
【００１５】
　[0027]図１は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００を示す図である。ＬＴＥネッ
トワークアーキテクチャ１００は発展型パケットシステム（ＥＰＳ：Evolved Packet Sys
tem）１００と呼ばれることがある。ＥＰＳ１００は、１つまたは複数のユーザ機器（Ｕ
Ｅ）１０２と、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Evol
ved UMTS Terrestrial Radio Access Network）１０４と、発展型パケットコア（ＥＰＣ
：Evolved Packet Core）１１０と、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：Home Subscriber Ser
ver）１２０と、事業者のＩＰサービス１２２とを含み得る。ＥＰＳは他のアクセスネッ
トワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ／インタ
ーフェースは図示されていない。例示的な他のアクセスネットワークは、ＩＰマルチメデ
ィアサブシステム（ＩＭＳ：IP Multimedia Subsystem）ＰＤＮ、インターネットＰＤＮ
、管理ＰＤＮ（たとえば、プロビジョニングＰＤＮ）、キャリア固有のＰＤＮ、事業者固
有のＰＤＮ、および／またはＧＰＳ　ＰＤＮを含み得る。図示のように、ＥＰＳはパケッ
ト交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって
提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
【００１６】
　[0028]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１０６と他のｅＮＢ１０８とを含
む。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーン
プロトコル終端とを与える。ｅＮＢ１０６は、Ｘ２インターフェース（たとえば、バック
ホール）を介して他のｅＮＢ１０８に接続され得る。ｅＮＢ１０６は、基地局、トランシ
ーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット（
ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended service set）
、アクセスポイント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。ｅＮＢ１０
６は、ＵＥ１０２にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与え得る。ＵＥ１０２の例とし
ては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：session 
initiation protocol）電話、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星無線、全地
球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレー
ヤ（たとえば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、タブレット、ネットブック、スマ
ートブック、ウルトラブック、または任意の他の同様の機能デバイスがある。ＵＥ１０２
は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレ
スユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通
信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイ
ヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント
、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
【００１７】
　[0029]ｅＮＢ１０６はＳ１インターフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。ＥＰ
Ｃ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management Entity）１１
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２と、他のＭＭＥ１１４と、サービングゲートウェイ１１６と、パケットデータネットワ
ーク（ＰＤＮ：Packet Data Network）ゲートウェイ１１８とを含む。ＭＭＥ１１２は、
ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、
ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザＩＰパケットはサービング
ゲートウェイ１１６を通して転送され、サービングゲートウェイ１１６自体はＰＤＮゲー
トウェイ１１８に接続される。ＰＤＮゲートウェイ１１８はＵＥのＩＰアドレス割振りな
らびに他の機能を与える。ＰＤＮゲートウェイ１１８は事業者のＩＰサービス１２２に接
続される。事業者のＩＰサービス１２２は、たとえば、インターネット、イントラネット
、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、およびＰＳ（パケット交換）ストリーミ
ングサービス（ＰＳＳ：PS Streaming Service）を含み得る。このようにして、ＵＥ１０
２は、ＬＴＥネットワークを通してＰＤＮに結合され得る。
【００１８】
　[0030]図２は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク２０
０の一例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク２００は、いくつかのセル
ラー領域（セル）２０２に分割される。１つまたは複数のより低い電力クラスのｅＮＢ２
０８は、セル２０２のうちの１つまたは複数と重複するセルラー領域２１０を有し得る。
より低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、リモートラジオヘッド（ＲＲＨ：remote radio h
ead）と呼ばれることがある。より低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、フェムトセル（た
とえば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ））、ピコセル、またはマイクロセルであり得る。マク
ロｅＮＢ２０４は各々、それぞれのセル２０２に割り当てられ、セル２０２中のすべての
ＵＥ２０６にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネ
ットワーク２００のこの例では集中コントローラはないが、代替構成では集中コントロー
ラが使用され得る。ｅＮＢ２０４は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケ
ジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ１１６への接続性を含む、
すべての無線関係機能を担当する。ネットワーク２００はまた、１つまたは複数のリレー
（図示せず）を含み得る。一適用例によれば、ＵＥはリレーとして働き得る。
【００１９】
　[0031]アクセスネットワーク２００によって採用される変調および多元接続方式は、展
開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。ＬＴＥ適用例では、周波数分割複
信（ＦＤＤ：frequency division duplexing）と時分割複信（ＴＤＤ）の両方をサポート
するために、ＯＦＤＭがＤＬ上で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡがＵＬ上で使用される。当業
者が以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念はＬＴ
Ｅ適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用す
る他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューショ
ンデータオプティマイズド（ＥＶ－ＤＯ：Evolution-Data Optimized）またはウルトラモ
バイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）に拡張され得る。ＥＶ－ＤＯ
およびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの一部として第３世代パートナーシッ
ププロジェクト２（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）によって公表
されたエアインターフェース規格であり、移動局にブロードバンドインターネットアクセ
スを提供するためにＣＤＭＡを採用する。これらの概念はまた、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ（登録商標））とＴＤ－ＳＣＤＭＡなどのＣＤＭＡの他の変形態とを採用するユニ
バーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial Radio Access）、ＴＤ
ＭＡを採用するモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global Syste
m for Mobile Communications）、ならびに、ＯＦＤＭＡを採用する、発展型ＵＴＲＡ（
Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ
８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商
標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、およびＦｌａｓｈ－ＯＦＤＭに拡張され得る。ＵＴＲＡ
、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは３ＧＰＰ団体からの文書に記載されて
いる。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは３ＧＰＰ２団体からの文書に記載されている。採
用される実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステム
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に課される全体的な設計制約に依存することになる。
【００２０】
　[0032]ｅＮＢ２０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。ＭＩ
ＭＯ技術の使用により、ｅＮＢ２０４は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信
ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化
は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。デ
ータストリームは、データレートを増加させるために単一のＵＥ２０６に送信されるか、
または全体的なシステム容量を増加させるために複数のＵＥ２０６に送信され得る。これ
は、各データストリームを空間的にプリコーディングし（たとえば、振幅および位相のス
ケーリングを適用し）、次いでＤＬ上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーデ
ィングされた各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコーディン
グされたデータストリームは、異なる空間シグネチャとともに（１つまたは複数の）ＵＥ
２０６に到着し、これにより、（１つまたは複数の）ＵＥ２０６の各々は、そのＵＥ２０
６に宛てられた１つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。ＵＬ上
で、各ＵＥ２０６は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、これ
により、ｅＮＢ２０４は、各空間的にプリコーディングされたデータストリームのソース
を識別することが可能になる。
【００２１】
　[0033]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル
状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを１つまたは複数の方向に集中させるた
めにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通した送信のための
データを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおい
て良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルスト
リームビームフォーミング送信が使用され得る。
【００２２】
　[0034]以下の詳細な説明では、アクセスネットワークの様々な態様について、ＤＬ上で
ＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムに関して説明する。ＯＦＤＭは、ＯＦＤＭシン
ボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトラム拡散（spread-s
pectrum）技法である。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサ
ブキャリアからデータを復元することを可能にする「直交性（orthogonality）」を与え
る。時間領域では、ＯＦＤＭシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル（たと
えば、サイクリックプレフィックス）が各ＯＦＤＭシンボルに追加され得る。ＵＬは、高
いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ：peak-to-average power ratio）を補償するために、
ＳＣ－ＦＤＭＡをＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態で使用し得る。
【００２３】
　[0035]図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の一例を示す図３００である。フレー
ム（１０ｍｓ）は、０～９のインデックスをもつ等しいサイズの１０個のサブフレームに
分割され得る。各サブフレームは、２つの連続するタイムスロットを含み得る。２つのタ
イムスロットを表すためにリソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソース
ブロックを含む。リソースグリッドは複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥでは、リ
ソースブロックは、周波数領域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでおり、各ＯＦ
ＤＭシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域中に７個の連
続するＯＦＤＭシンボル、または８４個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリック
プレフィックスについて、リソースブロックは、時間領域中に６個の連続するＯＦＤＭシ
ンボルを含んでおり、７２個のリソース要素を有する。Ｒ３０２、Ｒ３０４として示され
るリソース要素のいくつかはＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ：DL reference signal）を含む
。ＤＬ－ＲＳは、（共通ＲＳと呼ばれることもある）セル固有ＲＳ（ＣＲＳ：Cell-speci
fic RS）３０２と、ＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ：UE-specific RS）３０４とを含む。ＵＥ
－ＲＳ３０４は、対応する物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical DL shared cha
nnel）がマッピングされるリソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によっ
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て搬送されるビット数は変調方式に依存する。したがって、ＵＥが受信するリソースブロ
ックが多いほど、また変調方式が高いほど、ＵＥのデータレートは高くなる。
【００２４】
　[0036]ＬＴＥでは、ｅＮＢは、ｅＮＢ中の各セルについて１次同期信号（ＰＳＳ：prim
ary synchronization signal）と２次同期信号（ＳＳＳ：secondary synchronization si
gnal）とを送り得る。１次同期信号および２次同期信号は、それぞれ、ノーマルサイクリ
ックプレフィックス（ＣＰ：cyclic prefix）をもつ各無線フレームのサブフレーム０お
よび５の各々中のシンボル期間６および５において送られ得る。同期信号は、セル検出お
よび収集のためにＵＥによって使用され得る。ｅＮＢは、サブフレーム０のスロット１中
のシンボル期間０～３において物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：Physical Bro
adcast Channel）を送り得る。ＰＢＣＨはあるシステム情報を搬送し得る。
【００２５】
　[0037]ｅＮＢは、各サブフレームの第１のシンボル期間において物理制御フォーマット
インジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indicator Channel）
を送り得る。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルのために使用されるいくつか（Ｍ個）のシン
ボル期間を搬送し得、ただし、Ｍは、１、２または３に等しくなり得、サブフレームごと
に変化し得る。Ｍはまた、たとえば、リソースブロックが１０個未満である、小さいシス
テム帯域幅では４に等しくなり得る。ｅＮＢは、各サブフレームの最初のＭ個のシンボル
期間において物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HARQ Indicato
r Channel）と物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control
 Channel）とを送り得る。ＰＨＩＣＨは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid
 automatic repeat request）をサポートするための情報を搬送し得る。ＰＤＣＣＨは、
ＵＥのためのリソース割振りに関する情報と、ダウンリンクチャネルのための制御情報と
を搬送し得る。ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間において物理ダウンリン
ク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を送り得る。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンク上でのデータ送
信のためにスケジュールされたＵＥのためのデータを搬送し得る。
【００２６】
　[0038]ｅＮＢは、ｅＮＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８ＭＨｚにお
いてＰＳＳ、ＳＳＳ、およびＰＢＣＨを送り得る。ｅＮＢは、これらのチャネルが送られ
る各シンボル期間においてシステム帯域幅全体にわたってＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨ
を送り得る。ｅＮＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグループにＰＤ
ＣＣＨを送り得る。ｅＮＢは、システム帯域幅の特定の部分において特定のＵＥにＰＤＳ
ＣＨを送り得る。ｅＮＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方式でＰＳＳ、ＳＳＳ、Ｐ
ＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り得、特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤ
ＣＣＨを送り得、また特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＳＣＨを送り得る。
【００２７】
　[0039]各シンボル期間においていくつかのリソース要素が利用可能であり得る。各リソ
ース要素（ＲＥ：resource element）は、１つのシンボル期間において１つのサブキャリ
アをカバーし得、実数値または複素数値であり得る１つの変調シンボルを送るために使用
され得る。各シンボル期間において基準信号のために使用されないリソース要素は、リソ
ース要素グループ（ＲＥＧ：resource element group）に構成され得る。各ＲＥＧは、１
つのシンボル期間中に４つのリソース要素を含み得る。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０
において、周波数にわたってほぼ等しく離間され得る、４つのＲＥＧを占有し得る。ＰＨ
ＩＣＨは、１つまたは複数の構成可能なシンボル期間において、周波数にわたって拡散さ
れ得る、３つのＲＥＧを占有し得る。たとえば、ＰＨＩＣＨのための３つのＲＥＧは、す
べてシンボル期間０に属し得るか、またはシンボル期間０、１、および２に拡散され得る
。ＰＤＣＣＨは、たとえば、最初のＭ個のシンボル期間において、利用可能なＲＥＧから
選択され得る、９、１８、３６、または７２個のＲＥＧを占有し得る。ＲＥＧのいくつか
の組合せのみがＰＤＣＣＨに対して可能にされ得る。本方法および装置の態様において、
サブフレームは、２つ以上のＰＤＣＣＨを含み得る。
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【００２８】
　[0040]ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨのために使用される特定のＲＥＧを知り
得る。ＵＥは、ＰＤＣＣＨのためのＲＥＧの様々な組合せを探索し得る。探索すべき組合
せの数は、一般に、ＰＤＣＣＨに対して可能にされる組合せの数よりも少ない。ｅＮＢは
、ＵＥが探索することになる組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを送り得る。
【００２９】
　[0041]図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を示す図４００である。ＵＬの
ための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され
得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形成され得、構成可能
なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するため
にＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべて
のリソースブロックを含み得る。ＵＬフレーム構造は、単一のＵＥがデータセクション中
の連続サブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にし得る、連続サブキャリアを
含むデータセクションを生じる。
【００３０】
　[0042]ＵＥは、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロ
ック４１０ａ、４１０ｂを割り当てられ得る。ＵＥは、ｅＮＢにデータを送信するために
、データセクション中のリソースブロック４２０ａ、４２０ｂをも割り当てられ得る。Ｕ
Ｅは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ：physical UL control channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、デー
タセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣ
Ｈ：physical UL shared channel）中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信
し得る。ＵＬ送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピング
し得る。
【００３１】
　[0043]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：
physical random access channel）４３０中でＵＬ同期を達成するために、リソースブロ
ックのセットが使用され得る。ＰＲＡＣＨ４３０は、ランダムシーケンスを搬送し、いか
なるＵＬデータ／シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアン
ブルは、６つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネ
ットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、あ
る時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはＰＲＡＣＨには
ない。ＰＲＡＣＨ試みは単一のサブフレーム（１ｍｓ）中でまたは少数の連続サブフレー
ムのシーケンス中で搬送され、ＵＥはフレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試み
のみを行うことができる。
【００３２】
　[0044]図５は、ＬＴＥにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロト
コルアーキテクチャの一例を示す図５００である。ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロト
コルアーキテクチャは、レイヤ１と、レイヤ２と、レイヤ３との３つのレイヤとともに示
されている。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理
機能を実装する。Ｌ１レイヤを本明細書では物理レイヤ５０６と呼ぶ。レイヤ２（Ｌ２レ
イヤ）５０８は、物理レイヤ５０６の上にあり、物理レイヤ５０６を介したＵＥとｅＮＢ
との間のリンクを担当する。
【００３３】
　[0045]ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ５０８は、ネットワーク側のｅＮＢにおいて終
端される、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：media access control）サブレイヤ５１０と、無
線リンク制御（ＲＬＣ：radio link control）サブレイヤ５１２と、パケットデータコン
バージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ：packet data convergence protocol）５１４サブレ
イヤとを含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイ１１
８において終端されるネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰレイヤ）と、接続の他端（た
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とえば、ファーエンドＵＥ、サーバなど）において終端されるアプリケーションレイヤと
を含めてＬ２レイヤ５０８の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
【００３４】
　[0046]ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重化
を行う。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するための上
位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュ
リティと、ＵＥに対するｅＮＢ間のハンドオーバサポートとを与える。ＲＬＣサブレイヤ
５１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブリと、紛失
データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）による、順が狂った
受信を補正するためのデータパケットの並べ替えとを行う。ＭＡＣサブレイヤ５１０は、
論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。ＭＡＣサブレイヤ５１０
はまた、ＵＥの間で１つのセル内の様々な無線リソース（たとえば、リソースブロック）
を割り振ることを担当する。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまたＨＡＲＱ動作を担当する。
【００３５】
　[0047]制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャは
、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ５０６およびＬ
２レイヤ５０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ３レイ
ヤ）中に無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）サブレイヤ５１６を含む
。ＲＲＣサブレイヤ５１６は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと
、ｅＮＢとＵＥとの間のＲＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担
当する。
【００３６】
　[0048]図６は、アクセスネットワーク中でＵＥ６５０と通信しているｅＮＢ６１０のブ
ロック図である。ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコントローラ
／プロセッサ６７５に与えられる。コントローラ／プロセッサ６７５はＬ２レイヤの機能
を実装する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ６７５は、様々な優先度メトリックに
基づいて、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、
論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ６５０への無線リソース
割振りとを行う。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケッ
トの再送信と、ＵＥ６５０へのシグナリングとを担当する。
【００３７】
　[0049]ＴＸプロセッサ６１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のための様々な
信号処理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ６５０における前方誤り訂正（ＦＥＣ：
forward error correction）と、様々な変調方式（たとえば、２位相シフトキーイング（
ＢＰＳＫ：binary phase-shift keying）、４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ：quadrat
ure phase-shift keying）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ：M-phase-shift keyi
ng）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ：M-quadrature amplitude modulation））に基づ
いた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディングとイン
ターリービングとを含む。コーディングされ、変調されたシンボルは、次いで、並列スト
リームに分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサブキャリアにマッピングされ、
時間領域および／または周波数領域中で基準信号（たとえば、パイロット）と多重化され
、次いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse Fast Fourier Transform）を使用して
互いに合成されて、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルが生成
される。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコ
ーディングされる。チャネル推定器６７４からのチャネル推定値は、コーディングおよび
変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は
、ＵＥ６５０によって送信される基準信号および／またはチャネル状態フィードバックか
ら導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機６１８ＴＸを介して異なる
アンテナ６２０に与えられる。各送信機６１８ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間スト
リームでＲＦキャリアを変調する。
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【００３８】
　[0050]ＵＥ６５０において、各受信機６５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ６５２
を通して信号を受信する。各受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、受信機（ＲＸ）プロセッサ６５６に情報を与える。ＲＸプロセッサ６５６はＬ１レ
イヤの様々な信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッサ６５６は、ＵＥ６５０に宛てられ
た任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の空
間ストリームがＵＥ６５０に宛てられた場合、それらはＲＸプロセッサ６５６によって単
一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。ＲＸプロセッサ６５６は、次いで、高
速フーリエ変換（ＦＦＴ：Fast Fourier Transform）を使用してＯＦＤＭシンボルストリ
ームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャ
リアごとに別々のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと
基準信号とは、ｅＮＢ６１０によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレーシ
ョンポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネ
ル推定器６５８によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物
理チャネル上でｅＮＢ６１０によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元するた
めに復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、コントロー
ラ／プロセッサ６５９に与えられる。
【００３９】
　[0051]コントローラ／プロセッサ６５９はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６６０に関連付けられ得る。メ
モリ６６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、制御／プロセッサ
６５９は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポー
トチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号（deciph
ering）と、ヘッダ復元（decompression）と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケッ
トは、次いで、Ｌ２レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表す、データシンク６６２
に与えられる。また、様々な制御信号がＬ３処理のためにデータシンク６６２に与えられ
得る。コントローラ／プロセッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために肯定
応答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担
当する。
【００４０】
　[0052]ＵＬでは、データソース６６７は、コントローラ／プロセッサ６５９に上位レイ
ヤパケットを与えるために使用される。データソース６６７は、Ｌ２レイヤの上のすべて
のプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ６１０によるＤＬ送信に関して説明した機能と同様に
、コントローラ／プロセッサ６５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント
化および並べ替えと、ｅＮＢ６１０による無線リソース割振りに基づいた論理チャネルと
トランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制
御プレーンのためのＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロセッサ６５９はまた、Ｈ
ＡＲＱ動作と、紛失パケットの再送信と、ｅＮＢ６１０へのシグナリングとを担当する。
【００４１】
　[0053]ｅＮＢ６１０によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネ
ル推定器６５８によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調方
式を選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ６６８
によって使用され得る。ＴＸプロセッサ６６８によって生成される空間ストリームは、別
個の送信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に与えられる。各送信機６５４ＴＸ
は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００４２】
　[0054]ＵＬ送信は、ＵＥ６５０における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法
でｅＮＢ６１０において処理される。各受信機６１８ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ
６２０を通して信号を受信する。各受信機６１８ＲＸは、ＲＦキャリア上で変調された情
報を復元し、ＲＸプロセッサ６７０に情報を与える。ＲＸプロセッサ６７０はＬ１レイヤ
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を実装し得る。
【００４３】
　[0055]コントローラ／プロセッサ６７５はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサ６７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６７６に関連し得る。メ
モリ６７６はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、制御／プロセッサ
６７５は、ＵＥ６５０からの上位レイヤパケットを復元するために、トランスポートチャ
ネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号と、ヘッダ復元
と、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ６７５からの上位レイヤパケット
は、コアネットワークに与えられ得る。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲ
Ｑ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプロトコルを使用した誤り検
出を担当する。コントローラ／プロセッサ６７５、６５９は、それぞれ、ｅＮＢ６１０に
おける動作およびＵＥ６５０における動作を指示し得る。ＵＥ６５０におけるコントロー
ラ／プロセッサ６５９ならびに／あるいは他のプロセッサおよびモジュールは、動作、た
とえば、図１３の動作１３００および／または、たとえば、本明細書で説明する技法のた
めの他のプロセスを実行または指示し得る。ｅＮＢ６１０におけるコントローラ／プロセ
ッサ６７５ならびに／あるいは他のプロセッサおよびモジュールは、動作、たとえば、図
１２の動作１２００および／または、たとえば、本明細書で説明する技法のための他のプ
ロセスを実行または指示し得る。態様では、例示的な動作１２００および１３００ならび
に／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行するために、図６に示さ
れた構成要素のいずれかのうちの１つまたは複数が採用され得る。
トラフィック適応のための発展型干渉管理（ＥＩＭＴＡ）
　[0056]ＬＴＥネットワークなど、いくつかのワイヤレス通信ネットワークにおいて、周
波数分割複信（ＦＤＤ）と（ＴＤＤ）フレーム構造の両方がサポートされる。ＴＤＤの場
合、図７に示されているように、７つの可能なＤＬおよびＵＬサブフレーム構成がサポー
トされる。２つの切替え周期性、５ｍｓおよび１０ｍｓがあることが留意され得る。図８
に示されているように、５ｍｓの場合、１つのフレーム（１０ｍｓ）中に２つのスペシャ
ルサブフレームがある。１０ｍｓの場合、１つのフレーム中に１つのスペシャルサブフレ
ームがある。本方法および装置は、より大きいまたはより小さい数のサブフレーム構成が
サポートされるときに採用され得る。
【００４４】
　[0057]ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２では、トラフィック適応のための発展型干渉管理（ｅＩＭ
ＴＡ：evolved interference management for traffic adaptation）としても知られてい
る、実際のトラフィックの必要に基づいてＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成を動的に
適応させることが可能である。たとえば、短い持続時間中に、ダウンリンク上で大きいデ
ータバーストが必要とされる場合、サブフレーム構成は、たとえば、構成＃１（６ＤＬ：
４ＵＬ）から構成＃５（９ＤＬ：１ＵＬ）に変更され得る。場合によっては、ＴＤＤ構成
の適応は６４０ｍｓよりも遅くならないことが予想される。極端な場合、適応は１０ｍｓ
のように速くなることが予想され得るが、これは望ましくないことがある。
【００４５】
　[0058]いくつかの態様では、適応は、しかしながら、２つまたはそれ以上のセルが異な
るダウンリンクおよびアップリンクサブフレームを有するとき、ダウンリンクとアップリ
ンクの両方への圧倒的干渉を生じ得る。さらに、適応は、ＤＬおよびＵＬ　ＨＡＲＱタイ
ミング管理におけるいくらかの複雑さを生じ得る。いくつかの態様では、７つのＤＬ／Ｕ
Ｌサブフレーム構成の各々がそれ自体のＤＬ／ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングを有する。ＤＬ
／ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングは、（たとえば、ＨＡＲＱ動作効率に関して）構成ごとに最
適化される。たとえば、ＰＤＳＣＨから対応するＡＣＫ／ＮＡＫへのタイミングは、（た
とえば、ＡＣＫ／ＮＡＫを送るための次の利用可能なアップリンクサブフレームがいつ生
じるかに応じて）異なるＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成について異なり得る。
【００４６】
　[0059]７つの構成（または、よりフレキシブルな適応が必要と見なされる場合、さらに



(15) JP 6549117 B2 2019.7.24

10

20

30

40

50

より多くの構成）間の動的切替えは、現在のＤＬ／ＵＬ　ＨＡＲＱタイミングが保たれる
場合、ＤＬまたはＵＬ送信のうちのいくつかについて失われたＡＣＫ／ＮＡＫ送信機会が
あり得ることを暗示する。
【００４７】
　[0060]いくつかの態様では、トラフィック適応を用いた拡張（または発展型）干渉緩和
（ｅＩＭＴＡ：enhanced (or evolved) interference mitigation with traffic adaptat
ion）のための動作を簡略化するために、多くの物理レイヤ動作のための基準として単一
のＤＬ／ＵＬ構成を定義することが可能である。たとえば、ＤＬ　ＨＡＲＱ動作は、フレ
ーム（または１／２フレーム）において使用中の実際のＤＬ／ＵＬサブフレーム構成にか
かわらず、ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃５に基づき得る。
【００４８】
　[0061]すなわち、動的ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成が使用可能(enabled)である場合、
ＤＬ　ＨＡＲＱタイミングは常に９：１ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成に基づき得る。同様
に、ＵＬ　ＨＡＲＱ動作は、フレーム（または１／２フレーム）において使用中の実際の
ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成にかかわらず、たとえば、ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成＃０
に基づき得る。すなわち、動的ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成が使用可能である場合、ＵＬ
　ＨＡＲＱタイミングは、図９に示されているように、常に４：６ＤＬ／ＵＬサブフレー
ム構成に基づき得る。
【００４９】
　[0062]図９に示されているように、サブフレームの実際の使用はｅＮＢスケジューリン
グに制約され得る。たとえば、サブフレーム３／４／５／７／８／９はＤＬサブフレーム
またはＵＬサブフレームのいずれかであり得、サブフレーム６はＤＬサブフレームまたは
スペシャルサブフレームのいずれかであり得る。
共通（ｅ）ＰＤＣＣＨがＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成を動的に指示することを可
能にすること
　[0063]本開示の態様は、ＵＥへのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成の動的指示のた
めの技法について説明する。いくつかの態様では、１つまたは複数のＵＥにＴＤＤ　ＤＬ
／ＵＬ構成を指示するために、複数のＵＥによって解釈されることが可能な共通ＰＤＣＣ
ＨまたはｅＰＤＣＣＨ（拡張ＰＤＣＣＨ：enhanced PDCCH）が使用され得る。
【００５０】
　[0064]いくつかの態様では、共通ＰＤＣＣＨ（またはｅＰＤＣＣＨ）は、一般に、複数
のＵＥに対して共通であるＤＣＩ（ダウンリンク制御情報：Downlink Control Informati
on）を搬送する共通探索空間に関連する。一態様では、各ＰＤＣＣＨは、１つのＤＣＩを
搬送し、ＤＣＩのＣＲＣアタッチメント中に暗黙的に符号化されたＲＮＴＩ（無線ネット
ワーク一時識別子：Radio Network Temporary Identifier）によって識別される。
【００５１】
　[0065]いくつかの態様では、ＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成の動的指示が、ＲＲ
Ｃ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるＵＥのみについて予想される。したがって、いくつか
の態様では、共通ＰＤＣＣＨを介した動的指示が、共通ＲＮＴＩ、たとえば、ＤＴＣ（動
的ＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬ構成：Dynamic TDD DL/UL configuration）－ＲＮＴＩを介して使
用可能にされ得る。一態様では、１６ビットＤＴＣ－ＲＮＴＩの選択は、Ｃ－ＲＮＴＩ（
セル－ＲＮＴＩ）と同じルールおよびＰ－ＲＮＴＩ、ＳＩ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－ＲＮＴＩ、
ＴＰＣ　ＲＮＴＩなどによって使用されるＲＮＴＩを回避することに従い得る。一態様で
は、対応するＰＤＣＣＨ　ＣＲＣ（巡回冗長検査：Cyclic Redundancy Check）がＤＴＣ
－ＲＮＴＩによってスクランブルされ得る。
【００５２】
　[0066]いくつかの態様では、共通ＰＤＣＣＨのサイズは、既存のＤＣＩフォーマットに
一致し得るか、または新しいフォーマットであり得る。たとえば、共通ＰＤＣＣＨのサイ
ズは、小さいかまたはＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズと同様であり得る。一態様では、
共通ＰＤＣＣＨは、１．４ＭＨｚまたは６－ＲＢシステム帯域幅の下でＤＣＩフォーマッ
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ト１Ｃとその同じサイズである合計２４ビットの場合、構成を指示する３ビット、予約済
みの５ビット、１６ビットＣＲＣを含み得る。一態様では、共通ＰＤＣＣＨのサイズは帯
域幅非依存であり得る。以下では、共通ＰＤＣＣＨのためのＤＣＩフォーマットをＤＣＩ
フォーマット５と呼ぶ。
【００５３】
　[0067]本開示の態様は、アンカーサブフレームベースの設計を対象とする。再び図７の
ＴＤＤ構成を参照すると、すべてのサブフレームのうちの４つのサブフレーム（すなわち
、サブフレーム０、１、２および５）がそろえられている（aligned）。さらに、サブフ
レーム６では、ダウンリンク送信が部分的にそろえられている（aligned）。そろってい
るサブフレーム（すなわち、構成にわたって変化しないサブフレーム）はアンカーサブフ
レームと呼ばれることもある。したがって、アンカーサブフレームはサブフレーム０、１
、２および５を含み得る。さらに、サブフレーム６は、ダウンリンク送信が部分的にそろ
えられるので、アンカーサブフレームと見なされ得る。そろっていないサブフレーム（す
なわち、異なる構成にわたって変化するサブフレーム）は非アンカーサブフレームと呼ば
れることがある。
【００５４】
　[0068]いくつかの態様では、適応ＴＤＤ構成はアンカーサブフレームに基づいて改善さ
れ得る。いくつかの態様では、共通ＰＤＣＣＨは、ＤＬアンカーサブフレーム中でのみ搬
送され得るが、すべてのＤＬアンカーサブフレーム中で搬送される必要があるとは限らな
い。
【００５５】
　[0069]いくつかの態様では、ＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成を示す共通ＰＤＣＣ
Ｈは、ｅＮＢとＵＥの両方が新しい構成に反応することを可能にするためにフレームの早
いサブフレーム中で、またはさらにより早い、たとえば前のフレーム中でさえ送信され得
る。たとえば、共通ＰＤＣＣＨを復号し、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成を決定す
るのに十分な時間をＵＥに与えるために。図１０は、フレームｎのＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサ
ブフレーム構成を指示するフレームｎ－１のサブフレーム５中の共通ＰＤＣＣＨの送信を
示す。
【００５６】
　[0070]いくつかの態様では、ＵＥがＤＣＩフォーマット５を監視するためのサブフレー
ムのセットが、事前決定されるか、またはシグナリング（たとえば、ブロードキャストま
たはユニキャスト）によって指示され得る。たとえば、すべてのフレームのサブフレーム
５が、共通ＰＤＣＣＨを搬送するためにあらかじめ決定され得る。一態様では、ＳＩＢの
うちの１つが、どのサブフレーム／フレームがＤＣＩフォーマット５を搬送するかを指示
し得る。一態様では、どのサブフレーム／フレームがＤＣＩフォーマット５を搬送するか
を指示するために、専用シグナリングが使用され得る。いくつかの態様では、同じサブフ
レーム構成指示が複数のサブフレーム中で送信され得る。ＵＥは、ＵＥのためのｅＮＢ制
御負荷分散（eNB control load balancing）および間欠受信（ＤＲＸ：discontinuous re
ception）動作を可能にするために、同じＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成指示のた
めの複数のサブフレームを監視し得る。たとえば、ＵＥは、サブフレーム５とサブフレー
ム６の両方中の共通ＰＤＣＣＨを監視し得る。
【００５７】
　[0071]いくつかの態様では、異なるＵＥが異なるＤＲＸ動作を有し得る。たとえば、Ｄ
ＲＸ動作がサブフレーム固有であることにより、ＵＥ１はサブフレーム５を監視し得、別
のＵＥ２は６を監視し得る。したがって、一態様では、ＵＥがＤＣＩフォーマット５を監
視するためのサブフレームのセットは、それのＤＲＸ動作と結合され得る。これは、たと
えば、ある持続時間中にＤＣＩフォーマット５を搬送する少なくとも１つのサブフレーム
があることを保証し得る。一態様では、ＵＥは、特に、長いＤＲＸ中、オン持続時間の前
にＤＣＩフォーマット５を監視するために事前起動する必要があり得る。一態様では、Ｕ
Ｅが共通ＰＤＣＣＨを検出することができない場合、ＵＥはレガシーまたは基準構成にフ
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ォールバック（fall back）し得る。
【００５８】
　[0072]いくつかの態様では、ｅＮＢは、信頼性を増加させるために少なくとも２つのＤ
Ｌアンカーサブフレーム中で共通ＰＤＣＣＨを送信することを考慮し得る。ＵＥ観点から
、ＵＥは、少なくとも２つのＤＬサブフレーム中の共通ＰＤＣＣＨを監視し得、また、よ
り多くの時間ダイバーシティのためのジョイント復号（ＰＤＣＣＨのためのＴＴＩバンド
リング）のために２つのＤＬサブフレームを組み合わせ得る。たとえば、１つのサブフレ
ーム中の１つのレベル４　ＰＤＣＣＨ送信と比較して、２つのサブフレーム中に２つのレ
ベル２　ＰＤＣＣＨ送信があり得る。
【００５９】
　[0073]一態様では、共通ＰＤＣＣＨの信頼性が電力制御によってさらに増加させられ得
る。
【００６０】
　[0074]いくつかの態様では、使用可能サブフレームのセットに対する制限があり得る。
たとえば、いくつかのサブフレームは、ＵＬまたはＤＬ上で干渉を経験し得、したがって
、ｅＮＢは、いくつかのサブフレームのみ（たとえば、（１つまたは複数の）干渉セルが
オールモストブランク（almost blank）サブフレームで構成されているとき、サブフレー
ム）を使用し得る。その結果、使用のためのサブフレームのセットは制限され得る。した
がって、一態様では、共通ＰＤＣＣＨの時間ロケーションは異なるセルについて異なり得
る。たとえば、図１１に示されているように、共通ＰＤＣＣＨを送信するために、セル１
はサブフレーム５を使用し、セル２はサブフレーム６を使用する。
【００６１】
　[0075]いくつかの態様では、ブラインド復号では、共通ＰＤＣＣＨがそこで送信される
サブフレームにおいて、ＵＥはＤＣＩフォーマット１Ｃを復号する必要がないことがある
。一態様では、元はＤＣＩフォーマット１Ｃのために監視された復号候補のセットがＤＣ
Ｉフォーマット５のために使用され、したがってＤＣＩフォーマット５と同じ数のブライ
ンド復号を維持し得る。それゆえに、新しいＤＣＩフォーマットは、ＵＥがいくつかのサ
ブフレームを監視するためにＤＣＩフォーマット１Ｃと入れ替わり得る。その結果、監視
すべきＤＣＩサイズの数の増加がない。
【００６２】
　[0076]いくつかの態様では、同じ数の最大数のブラインド復号を維持するために、ＤＣ
Ｉフォーマット５のための復号候補の数はＤＣＩフォーマット１Ｃと同じでなければなら
ない。しかしながら、ＤＣＩフォーマット５のためのアグリゲーションレベルのセットは
、ＤＣＩフォーマット５に適応するために（一般に、レベル４のための４つの復号候補お
よびレベル８のための２つの復号候補、合計６つの復号候補を有する）ＤＣＩフォーマッ
ト１Ｃのそれとは異なるように修正され得る。一態様では、モチベーションは、２４ビッ
トのペイロードサイズの場合、２つのＣＣＥ（または７２個のＲＥ）が、スモールセルコ
ンテキストを特に考慮する場合の大部分をカバーするのに十分であるべき２４／２（ＱＰ
ＳＫ）／７２＝１／６のコーディングレートを生じることである。アグリゲーションレベ
ルの例示的なセットが、アグリゲーションレベル｛１、２、４、８｝についてそれぞれ｛
１、２、２、１｝であり、すなわち、ＤＣＩフォーマット５のための元のアグリゲーショ
ンレベル｛１、２、４、８｝を依然としてサポートすることができるが、同じ復号候補を
維持するために、アグリゲーションレベル｛１、２、４、８｝についてアグリゲーション
レベル｛１、２、２、１｝が使用され得る。
【００６３】
　[0077]ＤＣＩフォーマット１Ｃの場合、共通探索空間は常にＣＣＥ０から開始する。一
態様では、ＤＣＩフォーマット５の場合も、共通探索空間はＣＣＥ０で開始し得る。しか
し、このことは、それが共通探索空間送信と衝突し得るので限定的であり得る。すなわち
、ＤＣＩフォーマット５の場合、各アグリゲーションレベルの開始ＣＣＥは、同じアグリ
ゲーションレベルについて同じ共通探索空間であり、他の新しいアグリゲーションレベル
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について共通探索空間内にあるが、それが共通探索空間関係動作（たとえば、ページング
、ＲＡＲ応答、システム情報ブロードキャストなど）と衝突し得ることを仮定すれば、限
定的であり得る。その結果、この問題に対処するために２つの代替形態が設計され得る。
【００６４】
　[0078]第１の代替形態では、開始ＣＣＥがＲＲＣシグナリングを介して構成され得る。
ＲＲＣ構成はアグリゲーションレベル依存および／またはサブフレーム依存であり得る。
ＲＲＣ構成は、セルのすべてのＵＥに共通であるか、またはセルのＵＥのグループに共通
であり得るが、セルのＵＥの異なるグループ（２つまたはそれ以上のグループ）について
異なり得る。
【００６５】
　[0079]第２の代替形態では、開始ＣＣＥは、Ｃ－ＲＮＴＩと同様のＤＴＣ－ＲＮＴＩに
基づいて導出され得る。この手法は単純であると同時に有効である。さらなる簡略化が可
能であり得、たとえば、すべてのアグリゲーションレベルのための開始ＣＣＥが同じであ
り得る（たとえば、レベル８に基づき得る）。
【００６６】
　[0080]いくつかの態様では、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構成の動的指示がｅＰＤ
ＣＣＨを介してサポートされ得る。一態様では、共通ＰＤＣＣＨのための前の説明は、い
くつかの相違があるが、大部分がｅＰＤＣＣＨに適用され得る。たとえば、分散ｅＰＤＣ
ＣＨが、好ましくは、共通ＥＰＤＣＣＨ　ＤＣＩフォーマット５のために使用され得る。
一態様では、ＵＥが２つのｅＰＤＣＣＨリソースセットで構成された場合、共通ＥＰＤＣ
ＣＨが１つのリソースセット中に位置することで十分である。いくつかの態様では、ＵＥ
が（１つまたは複数の）局所ｅＰＤＣＣＨリソースセットのみで構成された場合、動的指
示がある局所ｅＰＤＣＣＨを介して搬送され得る。
【００６７】
　[0081]いくつかの態様では、ＵＥは、ＴＤＤサブフレーム構成の動的指示のための共通
ＰＤＣＣＨまたは共通ｅＰＤＣＣＨのうちの１つのみを監視し得る。代替的に、ＵＥは、
ＵＥが異なるサブフレーム上のＰＤＣＣＨおよびｅＰＤＣＣＨを監視するように構成され
た場合、ＴＤＤサブフレーム構成の動的指示のための共通ＰＤＣＣＨまたは共通ｅＰＤＣ
ＣＨの両方を監視し得る。
【００６８】
　[0082]いくつかの態様では、ＤＣＩフォーマット５がＤＣＩフォーマット１Ｃと入れ替
わると仮定される場合、いくつかのサブフレーム中のＤＣＩフォーマット１Ｃの損失によ
りページング機会が低減される懸念があり得る。いくつかの態様では、ＵＥが、同じサブ
フレーム中のＤＣＩフォーマット５とＤＣＩフォーマット１Ｃの両方を監視することを可
能にされ得る。一態様では、ＤＣＩフォーマット５のサイズは、ＤＣＩフォーマット１Ｃ
のサイズと同じであるか、またはそれとは異なり得る。同じサイズの場合、１Ｃを５と区
別するためにペイロードの内部のいくつかのビットが使用され得る。しかしながら、フォ
ーマット５およびフォーマット１Ｃのサイズが異なる場合、同じ数のブラインド復号を維
持するために（またはブラインド復号の総数を最小限に抑えるために）、ＵＥがモニタす
るために１つのサブフレーム中の１Ｃと５との間での復号候補の分割が考慮され得る。た
とえば、５のための３つの復号候補（２つのレベル２および１つのレベル４）、ならびに
ＤＣＩフォーマット１Ｃのための３つの復号候補（２つのレベル４および１つのレベル８
）。一態様では、２つのフォーマット間の復号候補の不均一な分割もあり得る。
【００６９】
　[0083]ＣｏＭＰシナリオ４では、マクロセルおよびそれの関連するスモールセルが同じ
ＰＣＩを有し得る。その結果、ＤＣＩフォーマット５のための探索空間がＰＣＩのみに依
存する場合、ＤＣＩフォーマット５のための探索空間が衝突することがある。したがって
、一態様では、同じＰＣＩのマクロセルとそれの関連するスモールセルとについてのＤＣ
Ｉフォーマット５の区別がサポートされるべきである。一態様では、これは、たとえば、
異なる開始ＣＣＥまたはＥＣＣＥを構成することによる、マクロおよびスモールセルのた
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めの重複しないＤＣＩフォーマット５探索空間によって達成され得る。代替態様では、同
じ探索空間が使用され得るが、各ＤＣＩフォーマット内に、（たとえば、各ＴＰＣ＿ｉｎ
ｄｅｘが特定のＵＥに対応する、ＤＣＩ３／３Ａベースのグループ電力制御と同様の）同
じＰＣＩの同じクラスタ内のスモールセルを識別するインデックスが含まれ得る。一態様
では、ＵＥはさらに、インデックスとスモールセルとの間のマッピングを指示され得る。
【００７０】
　[0084]いくつかの態様では、ＤＴＣ－ＲＮＴＩが、同じＰＣＩの異なるスモールセルの
ために別様に構成され得る。すなわち、同じＰＣＩについて、ＵＥが、２つまたはそれ以
上のＤＴＣ－ＲＮＴＩを監視する必要があり得る。２つまたはそれ以上のＤＴＣ－ＲＮＴ
Ｉのための対応する探索空間は、同じであるかまたは（たとえば、各個々のＤＴＣ－ＲＮ
ＴＩに基づいて）別個に定義され得る。
【００７１】
　[0085]いくつかの態様では、共通ＰＤＣＣＨまたは共通ｅＰＤＣＣＨはさらに、ＴＤＤ
　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成が適用されるべき１つまたは複数のフレームを識別する情
報フィールドを搬送し得る。一例として、情報フィールドは、２ビット情報フィールドで
あり得、ＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成が現在フレーム（Ｎ）、次のフレーム（Ｎ
＋１）、フレームＮ＋２、またはフレームＮ＋３のうちの１つに適用されるべきであるこ
とを指示し、ここで、現在フレームＮは、共通ＰＤＣＣＨまたは共通ｅＰＤＣＣＨがそこ
で送信されるフレームである。
【００７２】
　[0086]いくつかの態様では、共通ＰＤＣＣＨまたは共通ｅＰＤＣＣＨはさらに、ＴＤＤ
　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成が適用されるべき持続時間を識別する情報フィールドを搬
送し得る。一例として、情報フィールドは、２ビット情報フィールドであり得、ＴＤＤ　
ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成が、現在フレーム（Ｎ）から開始する１、２、４または８フ
レームのうちの１つに適用されるべきであることを指示し得、ここで、現在フレームＮは
、共通ＰＤＣＣＨまたは共通ｅＰＤＣＣＨがそこで送信されるフレームである。
【００７３】
　[0087]いくつかの態様では、共通ＰＤＣＣＨまたは共通ｅＰＤＣＣＨ中で搬送されるＴ
ＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成の適用可能性は、ＰＤＣＣＨまたはｅＰＤＣＣＨがそ
こで送信されるフレーム中のサブフレームインデックスに依存する。一例として、ＰＤＣ
ＣＨまたはｅＰＤＣＣＨがフレームの前半（すなわち、サブフレーム０～４）中で送信さ
れる場合、制御チャネル中のＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成は現在フレームに適用
可能であり、ＰＤＣＣＨまたはｅＰＤＣＣＨがフレームの後半（すなわち、サブフレーム
５～９）中で送信される場合、制御チャネル中のＴＤＤ　ＤＬ／ＵＬサブフレーム構成は
次のフレームに適用可能である。
【００７４】
　[0088]図１２に、本開示の態様による、たとえば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム構
成の動的指示のための基地局（ＢＳ）によって実行される例示的な動作１２００を示す。
動作１２００は、１２０２において、フレーム中の１つまたは複数のアンカーサブフレー
ムおよび１つまたは複数の非アンカーサブフレームを識別することによって開始し得る。
１２０４において、ＢＳは、複数のＵＥと通信するために使用されるフレームのアップリ
ンク／ダウンリンク構成を動的に変更する。１２０６において、ＢＳは、フレームの１つ
または複数のアンカーサブフレームのうちの少なくとも１つ中の複数のＵＥによって解釈
されることが可能な共通ダウンリンク制御チャネルを使用して、変更された構成をシグナ
リングする。
【００７５】
　[0089]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルのサイズは、レガシーＬＴ
Ｅ　ＤＣＩフォーマットのために定義されたサイズと同じであり得る。一態様では、レガ
シーＬＴＥ　ＤＣＩフォーマットはＤＣＩフォーマット１Ｃを含み得る。いくつかの態様
では、共通ダウンリンク制御チャネルのサイズはダウンリンクシステム帯域幅に依存しな
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いことがある。
【００７６】
　[0090]いくつかの態様では、基地局は、共通ダウンリンク制御チャネルのＣＲＣコード
を共通ダウンリンク制御チャネルに固有のＲＮＴＩによってスクランブルし得る。いくつ
かの態様では、基地局は、同じ物理セル識別情報（ＰＣＩ：physical cell identity）の
セルのための２つまたはそれ以上のＲＮＴＩ値を構成し得、ここにおいて、複数のＵＥの
各々が、２つまたはそれ以上のＲＮＴＩ値のうちの１つのみを監視するように指示される
。
【００７７】
　[0091]いくつかの態様では、変更された構成のシグナリングは、フレームの１つまたは
複数のアンカーサブフレームのサブセット中のみで共通ダウンリンク制御チャネルを送信
することを含み得る。
【００７８】
　[0092]いくつかの態様では、変更された構成のシグナリングは、別の後続のフレームの
ためのアップリンク／ダウンリンク構成を指示するためのフレームの１つまたは複数のア
ンカーサブフレーム中で共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを含み備え得る。
【００７９】
　[0093]いくつかの態様では、基地局は、共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するよう
に構成されたサブフレームのセットを、明示的シグナリングを介して複数のＵＥのうちの
少なくとも１つのＵＥに指示し得る。一態様では、明示的シグナリングは、システム情報
ブロック（ＳＩＢ：System Information Block）を介したシグナリングを含み得る。一態
様では、明示的シグナリングは指示のための専用シグナリングを含み得る。一態様では、
共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するように構成されたサブフレームのセットが事前
決定され得る。
【００８０】
　[0094]いくつかの態様では、基地局は、少なくとも１つのサブフレームがＤＲＸオン持
続時間中にダウンリンク制御チャネルを搬送するように、ＵＥのＤＲＸ動作に基づいて、
各ＵＥのための共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するためのサブフレームのセットを
決定し得る。
【００８１】
　[0095]いくつかの態様では、変更された構成のシグナリングは、少なくとも２つのダウ
ンリンクアンカーサブフレーム中で共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを含み
得る。
【００８２】
　[0096]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するサブフレームの
時間ロケーションは異なるセルについて異なり得る。
【００８３】
　[0097]いくつかの態様では、変更された構成のシグナリングは、共通ダウンリンク制御
チャネルをブラインド復号するためのいくつかの復号候補が、レガシーダウンリンク制御
チャネルをブラインド復号するためのいくつかの復号候補と同じであるように、初めにレ
ガシーダウンリンク制御チャネルの送信のために構成されたサブフレーム中で共通ダウン
リンク制御チャネルを送信することを含み得る。一態様では、共通ダウンリンク制御チャ
ネルの送信はサブフレーム中のレガシーダウンリンク制御チャネルの送信と入れ替わり得
る。一態様では、共通ダウンリンク制御チャネルおよびレガシーダウンリンク制御チャネ
ルのブラインド復号のための探索空間の開始ＣＣＥは、同じであり得る。一態様では、共
通ダウンリンク制御チャネルのブラインド復号のための探索空間の開始ＣＣＥは無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して構成され得る。一態様では、ＲＲＣシグナリン
グはＵＥ固有である。一態様では、共通ダウンリンク制御チャネルのブラインド復号のた
めの探索空間の開始ＣＣＥは、共通ダウンリンク制御チャネルに固有の無線ネットワーク
一時識別子（ＲＮＴＩ）に基づいて導出され得る。
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【００８４】
　[0098]いくつかの態様では、基地局はさらに、サブフレーム中で同時に共通ダウンリン
ク制御チャネルおよびレガシーダウンリンク制御チャネルを送信し得る。一態様では、共
通ダウンリンク制御チャネルのサイズとレガシーダウンリンク制御チャネルのサイズは同
じであり得る。一態様では、基地局は、共通ダウンリンク制御チャネルとレガシーダウン
リンク制御チャネルとを区別するためのビットを送信し得る。
【００８５】
　[0099]いくつかの態様では、サブフレームのアップリンク／ダウンリンク構成は時分割
複信（ＴＤＤ）アップリンクダウンリンク構成を含み得る。いくつかの態様では、共通ダ
ウンリンク制御チャネルはＰＤＣＣＨまたはｅＰＤＣＣＨを含み得る。
【００８６】
　[00100]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルのブラインド復号のため
の探索空間は、アグリゲーションレベル１、アグリゲーションレベル２、アグリゲーショ
ンレベル４、またはアグリゲーションレベル８のうちの少なくとも１つの候補を含み得る
。
【００８７】
　[00101]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルは、変更された構成がそ
こに適用されるべきである１つまたは複数のフレームに関する情報を含み得る。一態様で
は、共通ダウンリンク制御チャネルは、１つまたは複数のフレームに関する情報を搬送す
るための情報フィールドを含み得る。
【００８８】
　[00102]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルは、変更された構成がそ
の間に適用されるべき持続時間に関する情報を含み得る。一態様では、持続時間は１つま
たは複数のフレーム長を含み得る。一態様では、情報は、変更された構成が持続時間の間
にそこから開始して適用されるべきであるフレームの開始フレーム番号を含み得る。
【００８９】
　[00103]いくつかの態様では、１つまたは複数のフレームへの変更された構成の適用は
、フレーム内の共通ダウンリンク制御チャネルの送信のロケーションの関数（function）
であり得る。一態様では、共通ダウンリンク制御チャネルがフレームの第１の部分中で送
信される場合、変更された構成がフレームに適用され得る。一態様では、共通ダウンリン
ク制御チャネルがフレームの第２の部分中で送信される場合、変更された構成が後続のフ
レームに適用され得る。一態様では、フレームの第１および第２の部分は、それぞれフレ
ームの前半および後半を含み得る。
【００９０】
　[00104]図１３に、本開示の態様による、たとえば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬサブフレーム
構成の動的指示のためのユーザ機器（ＵＥ）によって実行される例示的な動作１３００を
示す。動作１３００は、１３０２において、少なくともＵＥとの通信のために使用される
サブフレームの変更されたアップリンク／ダウンリンク構成を指示する共通ダウンリンク
制御チャネルを求めて、フレームの１つまたは複数のアンカーサブフレームを監視するこ
とによって開始し得る。１３０４において、ＵＥは、後続の通信において使用するサブフ
レームの変更されたアップリンク／ダウンリンク構成を決定するために共通ダウンリンク
制御チャネルを復号する。
【００９１】
　[00105]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルのサイズは、レガシーＬ
ＴＥ　ＤＣＩフォーマットのために定義されたサイズと同じである。いくつかの態様では
、共通ダウンリンク制御チャネルのサイズはダウンリンクシステム帯域幅に依存しないこ
とがある。一態様では、レガシーＬＴＥ　ＤＣＩフォーマットはＤＣＩフォーマット１Ｃ
を含み得る。
【００９２】
　[00106]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルのＣＲＣコードは、共通
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ダウンリンク制御チャネルに固有のＲＮＴＩによってスクランブルされ得る。いくつかの
態様では、同じ物理セル識別情報（ＰＣＩ）のセルのために２つまたはそれ以上のＲＮＴ
Ｉ値が構成され得、ここにおいて、ＵＥは２つまたはそれ以上のＲＮＴＩ値のうちの１つ
のみを監視する。
【００９３】
　[00107]いくつかの態様では、変更された構成の指示は、フレームの１つまたは複数の
アンカーサブフレームのサブセット中のみの共通ダウンリンク制御チャネルを含み得る。
【００９４】
　[00108]いくつかの態様では、変更された構成の指示は、別の後続のフレームのための
アップリンク／ダウンリンク構成を指示する、フレームの１つまたは複数のアンカーサブ
フレーム中の共通ダウンリンク制御チャネルを含み得る。
【００９５】
　[00109]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するように構成さ
れたサブフレームのセットの明示的シグナリングを介して指示を受信し得る。一態様では
、明示的シグナリングは、ＳＩＢを介したシグナリングを含み得る。一態様では、明示的
シグナリングは指示のための専用シグナリングを含み得る。一態様では、共通ダウンリン
ク制御チャネルを搬送するように構成されたサブフレームのセットが事前決定され得る。
【００９６】
　[00110]いくつかの態様では、各ＵＥのための共通ダウンリンク制御チャネルを搬送す
るサブフレームのセットが、少なくとも１つのサブフレームがＤＲＸオン持続時間中にダ
ウンリンク制御チャネルを搬送するように、ＵＥのＤＲＸ動作に基づく。
【００９７】
　[00111]いくつかの態様では、変更された構成の指示は、少なくとも２つのダウンリン
クアンカーサブフレーム中の共通ダウンリンク制御チャネルを含み得る。
【００９８】
　[00112]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するサブフレーム
の時間ロケーションは異なるセルについて異なり得る。
【００９９】
　[00113]いくつかの態様では、ＵＥは、フレーム内の共通制御チャネルの送信のロケー
ションの関数として変更された構成を適用するための１つまたは複数のフレームを決定し
得る。一態様では、共通ダウンリンク制御チャネルがフレームの第１の部分中で送信され
る場合、変更された構成がフレーム自体に適用され得る。一態様では、共通ダウンリンク
制御チャネルがフレームの第２の異なる部分中で送信される場合、変更された構成が後続
のフレームに適用され得る。一態様では、フレームの第１および第２の部分は、それぞれ
フレームの前半および後半を含み得る。
【０１００】
　[00114]いくつかの態様では、ＵＥは、共通ダウンリンク制御チャネル中で送信された
情報に基づいて、変更された構成がその間に適用されるべき持続時間を決定し得る。
【０１０１】
　[00115]いくつかの態様では、変更されたアップリンク／ダウンリンク構成の指示は、
共通ダウンリンク制御チャネルをブラインド復号するための復号候補の数がレガシーダウ
ンリンク制御チャネルをブラインド復号するための復号候補の数と同じであるように、初
めにレガシーダウンリンク制御チャネルの送信のために構成されたサブフレーム中に共通
ダウンリンク制御チャネルを含み得る。一態様では、共通ダウンリンク制御チャネルは、
サブフレーム中のレガシーダウンリンク制御チャネルと入れ替わり得る。一態様では、共
通ダウンリンク制御チャネルおよびレガシーダウンリンク制御チャネルのブラインド復号
のための探索空間の開始ＣＣＥは、同じであり得る。一態様では、共通ダウンリンク制御
チャネルのブラインド復号のための探索空間の開始ＣＣＥは、無線リソース制御（ＲＲＣ
）シグナリングを介して構成された。一態様では、ＲＲＣシグナリングはＵＥ固有であり
得る。一態様では、共通ダウンリンク制御チャネルのブラインド復号のための探索空間の
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開始ＣＣＥは、共通ダウンリンク制御チャネルに固有の無線ネットワーク一時識別子（Ｒ
ＮＴＩ）に基づいて導出された。一態様では、共通ダウンリンク制御チャネルおよびレガ
シーダウンリンク制御チャネルは、サブフレーム中で同時に受信され得る。一態様では、
共通ダウンリンク制御チャネルのサイズとレガシーダウンリンク制御チャネルのサイズは
同じであり得る。一態様では、構成の指示は、共通ダウンリンク制御チャネルとレガシー
ダウンリンク制御チャネルとを区別するためのビットを含み得る。
【０１０２】
　[00116]いくつかの態様では、サブフレームのアップリンク／ダウンリンク構成は時分
割複信（ＴＤＤ）アップリンクダウンリンク構成を含み得る。
【０１０３】
　[00117]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルはＰＤＣＣＨまたはｅＰ
ＤＣＣＨを備える。
【０１０４】
　[00118]いくつかの態様では、共通ダウンリンク制御チャネルのブラインド復号のため
の探索空間は、アグリゲーションレベル１、アグリゲーションレベル２、アグリゲーショ
ンレベル４、またはアグリゲーションレベル８のうちの少なくとも１つの候補を含み得る
。
【０１０５】
　[00119]開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法
の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス中のステップの特
定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステップ
は組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なステップの要
素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定される
ものではない。
【０１０６】
　[00120]その上、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「
または」を意味するものとする。すなわち、別段に規定されていない限り、または文脈か
ら明らかでない限り、たとえば、「ＸはＡまたはＢを採用する」という句は、自然包括的
並べ替えのいずれかを意味するものとする。すなわち、たとえば、「ＸはＡまたはＢを採
用する」という句は、ＸがＡを採用する場合、ＸがＢを採用する場合、またはＸがＡとＢ
の両方を採用する場合のいずれによっても満たされる。さらに、本出願および添付の特許
請求の範囲で使用する冠詞「ａ」および「ａｎ」は、別段の規定がない限り、または単数
形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「１つまたは複数」を意味するものと解
釈すべきである。項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す句は、個々のメンバー
を含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「ａ、ｂ、またはｃのうちの
少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、およびａ－ｂ－ｃを包含す
るものとする。
【０１０７】
　[00121]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実施できるようにす
るために提供したものである。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明ら
かであり、本明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許
請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、特許請求の言い回し
に矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明記
されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「１つまたは複数の」を意
味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつか」という用語は１つまたは
複数を指す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわた
って説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明
細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書に
開示したいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているか
どうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「
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ための手段」という句を使用して明示的に具陳されていない限り、ミーンズプラスファン
クションとして解釈されるべきではない。
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　基地局によるワイヤレス通信の方法であって、
　フレーム中の１つまたは複数のアンカーサブフレームおよび１つまたは複数の非アンカ
ーサブフレームを識別することと、
　複数のユーザ機器（ＵＥ）と通信するために使用される前記フレームのアップリンク／
ダウンリンク構成を動的に変更することと、
　前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレームのうちの少なくとも１つ中
の前記複数のＵＥによって解釈されることが可能な共通ダウンリンク制御チャネルを使用
して、前記変更された構成をシグナリングすることと、
　を備える方法。
［Ｃ２］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズは、レガシーロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ）ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットのために定義されたサイズと
同じである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズがダウンリンクシステム帯域幅に依存しな
い、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルに固有の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）
によって前記共通ダウンリンク制御チャネルの巡回冗長検査（ＣＲＣ）コードをスクラン
ブルすることをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　同じ物理セル識別情報（ＰＣＩ）のセルのための２つまたはそれ以上のＲＮＴＩ値を構
成することをさらに備え、前記複数のＵＥの各々は、前記２つまたはそれ以上のＲＮＴＩ
値のうちの１つのみを監視するように指示される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記シグナリングすることは、前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレ
ームのサブセット中のみで前記共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを備える、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記シグナリングすることは、前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレ
ーム中で、別の後続のフレームのためのアップリンク／ダウンリンク構成を指示するため
の前記共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するように構成されたサブフレームのセット
の明示的シグナリングにより前記複数のＵＥのうちの少なくとも１つのＵＥに指示するこ
とをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　各ＵＥのための前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するためのサブフレームのセ
ットを、前記ＵＥの間欠受信（ＤＲＸ）に基づき、少なくとも１つのサブフレームがＤＲ
Ｘオン持続時間中に前記ダウンリンク制御チャネルを搬送するように、決定することをさ
らに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記シグナリングすることは、少なくとも２つのダウンリンクアンカーサブフレーム中
で前記共通ダウンリンク制御チャネルを送信することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルは、前記変更された構成が適用されるべき持続時間
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についての情報を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記持続時間は１つまたは複数のフレーム長を備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　１つまたは複数のフレームへの前記変更された構成の適用は、前記フレーム内の前記共
通ダウンリンク制御チャネルの送信のロケーションの関数である、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第１の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が前記フレームに適用される、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第２の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が後続のフレームに適用される、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１６］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信の方法であって、
　少なくとも前記ＵＥとの通信のために使用されるサブフレームの変更されたアップリン
ク／ダウンリンク構成を指示する共通ダウンリンク制御チャネルを求めて、フレームの１
つまたは複数のアンカーサブフレームを監視することと、
　後続の通信において使用するサブフレームの前記変更されたアップリンク／ダウンリン
ク構成を決定するために前記共通ダウンリンク制御チャネルを復号することと、
　を備える方法。
［Ｃ１７］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズは、レガシーロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ）ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットのために定義されたサイズと
同じである、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルのサイズはダウンリンクシステム帯域幅に依存しな
い、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルの前記巡回冗長検査（ＣＲＣ）コードは、前記共通
ダウンリンク制御チャネルに固有の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）によってス
クランブルされる、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記変更されたアップリンク／ダウンリンク構成の前記指示は、前記フレームの１つま
たは複数のアンカーサブフレームのサブセット中にのみ前記共通ダウンリンク制御チャネ
ルを備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記変更されたアップリンク／ダウンリンク構成の前記指示は、前記フレームの前記１
つまたは複数のアンカーサブフレーム中の、別の後続のフレームのための前記アップリン
ク／ダウンリンク構成を指示する前記共通ダウンリンク制御チャネルを備える、Ｃ１６に
記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するように構成されたサブフレームのセット
の明示的シグナリングにより指示を受信することをさらに備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２３］
　各ＵＥのための前記共通ダウンリンク制御チャネルを搬送するサブフレームのセットは
、少なくとも１つのサブフレームが間欠受信（ＤＲＸ）オン持続時間中に前記ダウンリン
ク制御チャネルを搬送するように、前記ＵＥのＤＲＸ動作に基づく、Ｃ１６に記載の方法
。
［Ｃ２４］
　前記フレーム内の前記共通ダウンリンク制御チャネルの送信のロケーションの関数とし
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に備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２５］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第１の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が前記フレームに適用される、Ｃ２４に記載の方法。
［Ｃ２６］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルが前記フレームの第２の部分中で送信される場合、
前記変更された構成が後続のフレームに適用される、Ｃ２４に記載の方法。
［Ｃ２７］
　前記共通ダウンリンク制御チャネルに基づいて前記変更された構成が適用されるべき持
続時間を決定することをさらに備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２８］
　前記変更されたアップリンク／ダウンリンク構成の前記指示は、少なくとも２つのダウ
ンリンクアンカーサブフレーム中の前記共通ダウンリンク制御チャネルを備える、Ｃ１６
に記載の方法。
［Ｃ２９］
　基地局によるワイヤレス通信の装置であって、
　フレーム中の１つまたは複数のアンカーサブフレームおよび１つまたは複数の非アンカ
ーサブフレームを識別するための手段と、
　複数のユーザ機器（ＵＥ）と通信するために使用される前記フレームのアップリンク／
ダウンリンク構成を動的に変更するための手段と、
　前記フレームの前記１つまたは複数のアンカーサブフレームのうちの少なくとも１つ中
の前記複数のＵＥによって解釈されることが可能な共通ダウンリンク制御チャネルを使用
して、前記変更された構成をシグナリングするための手段と、
　を備える装置。
［Ｃ３０］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信の装置であって、
　少なくとも前記ＵＥとの通信のために使用されるサブフレームの変更されたアップリン
ク／ダウンリンク構成を指示する共通ダウンリンク制御チャネルを求めて、フレームの１
つまたは複数のアンカーサブフレームを監視するための手段と、
　後続の通信において使用するサブフレームの前記変更されたアップリンク／ダウンリン
ク構成を決定するために前記共通ダウンリンク制御チャネルを復号するための手段と、
　を備える装置。
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